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第２章　就業支援に関する施策等
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図表２－１－ 16　職業訓練期間中の経済的支援

高等技能訓練促進費事業の実施状況は図表２－１－17、実績は図表２－１－18のとおりとなってお
り、平成18（2006）年４月から12月までにおいて、高等技能訓練促進費の支給件数は平成17（2005）
年度同時期と比べ約1．4倍に増加している。なお、平成15（2003）年４月から平成18（2006）年12月
までに高等技能訓練促進費を受給し、就業した者1,130人のうち、957人が常勤職員となっており、そ
の割合は約85%となっている（図表２－１－19）。

図表２－１－ 17　高等技能訓練促進費事業の実施状況

都道府県（47） 指定都市（15） 中核市（37） 一般市等（761） 合計（860）

実施自治体数 42か所
（40か所）

14か所
（11か所）

29か所
（29か所）

376か所
（265か所）

461か所
（345か所）

実施割合 89.4％
（85.1％）

93.3％
（78.6％）

78.4％
（78.4％）

49.4％
（33.9％）

53.6％
（39.2％）

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ
（注）上段の数字は平成18（2006）年度、下段（　）内の数字は平成17（2005）年度のものである。

（例）看護師（３年）のケース

無利子貸付

計 687万６千円（限度）

●高等技能訓練促進費
・介護福祉士等の経済的な自立を図る上で効果的な
資格を取得するため、受講期間中の生活費の負担
の軽減を図り、当該資格の取得を支援
・月額10万３千円、修業期間の最後の１／３の期間
に給付（12か月を限度）。

※この他、自立支援教育訓練給付金、児童扶養手
当等

給　付
●母子寡婦福祉貸付金
・生活資金
知識技能を習得している期間の生活を安定・継続す
るのに必要な生活費を貸付（月額14万１千円・３年
を限度（10年以内に償還））
・技能習得資金
就職するために必要な知識技能を習得するために
必要な資金を貸付（月額５万円・３年を限度（10年以
内に償還））

無利子貸付

（生活資金）月額14万１千円限度

（技能習得資金）月額５万円限度

12月 24月 36月

（高等技能訓練促進費）　　　月額10万３千円給　付
計 123万６千円


